
学習指導要領（平成２０年３月２８日告示）における消費に関する主な記述

小学校

第８節 家 庭

第２ 各学年の目標及び内容

〔第５学年及び第６学年〕

２ 内 容

Ｄ 身近な消費生活と環境

(1) 物や金銭の使い方と買物について，次の事項を指導する。

ア 物や金銭の大切さに気付き，計画的な使い方を考えること。

イ 身近な物の選び方，買い方を考え，適切に購入できること。

(2) 環境に配慮した生活の工夫について，次の事項を指導する。

ア 自分の生活と身近な環境とのかかわりに気付き，物の使い方などを工夫で

きること。

中学校

第２節 社会

〔公民的分野〕

２ 内 容

(2) 私たちと経済

ア 市場の働きと経済

身近な消費生活を中心に経済活動の意義を理解させるとともに，価格の働き

に着目させて市場経済の基本的な考え方について理解させる。また，現代の生

産や金融などの仕組みや働きを理解させるとともに，社会における企業の役割

と責任について考えさせる。その際，社会生活における職業の意義と役割及び

雇用と労働条件の改善について，勤労の権利と義務，労働組合の意義及び労働

基準法の精神と関連付けて考えさせる。

イ 国民の生活と政府の役割

国民の生活と福祉の向上を図るために，社会資本の整備，公害の防止など環

境の保全，社会保障の充実，消費者の保護など，市場の働きにゆだねることが

難しい諸問題に関して，国や地方公共団体が果たしている役割について考えさ

せる。また，財源の確保と配分という観点から財政の役割について考えさせる。

その際，租税の意義と役割について考えさせるとともに，国民の納税の義務に

ついて理解させる。
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３ 内容の取扱い

(3) 内容の(2)については，次のとおり取り扱うものとする。

ア アについては，身近で具体的な事例を取り上げ，個人や企業の経済活動が様

々な条件の中での選択を通じて行われるという点に着目させるとともに，市場

における価格の決まり方や資源の配分について理解させること。その際，市場

における取引が貨幣を通して行われていることに気付かせること。

イ イの「消費者の保護」については，消費者の自立の支援なども含めた消費者

行政を取り扱うこと。「財政」については，少子高齢社会など現代社会の特色

を踏まえて考えさせること。

第８節 技術・家庭

第２ 各分野の目標及び内容

〔家庭分野〕

２ 内 容

Ｄ 身近な消費生活と環境

(1) 家庭生活と消費について，次の事項を指導する。

ア 自分や家族の消費生活に関心をもち，消費者の基本的な権利と責任につい

て理解すること。

イ 販売方法の特徴について知り，生活に必要な物資・サービスの適切な選択，

購入及び活用ができること。

(2) 家庭生活と環境について，次の事項を指導する。

ア 自分や家族の消費生活が環境に与える影響について考え，環境に配慮した

消費生活について工夫し，実践できること。

３ 内容の取扱い

(4) 内容の「Ｄ身近な消費生活と環境」については，次のとおり取り扱うものとす

る。

ア 内容の「Ａ家族・家庭と子どもの成長」，「Ｂ食生活と自立」，又は「Ｃ衣生

活・住生活と自立」の学習との関連を図り，実践的に学習できるようにするこ

と。

イ (1)については，中学生の身近な消費行動と関連させて扱うこと。




